
【Ｘの役員に就任したことがある被告】 (別表2-2)

氏名 会社名 役職 役員在任期間 証拠 原告らの主張

Ｓ56 … Ｓ62 Ｓ63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

Ｘ
S56.12.18設立

取締役
8/1 4/15

甲３０の３

被告Ｈ
Ｈ8.11.28設立

取締役
3/11 6/15

甲８９の１

Ｉ
Ｓ62.4.10設立

取締役
10/1 7/3

甲８６

Ｏ
Ｈ6.6.10設立

監査役
6/10 6/15

乙Ｄ１

Ｄ
H9.5.22設立

代表取締役
取締役

5/22

5/22

10/27

6/14
甲３４の３

被告Ｘ２
Ｘ
S56.12.18設立

監査役
9/5

甲３０の１

被告Ｘ２は，Ｘが巨額の負債を抱えており，近
い将来に破綻必至であったことや，契約頭数
よりも繁殖牛が不足することが常態化していた
ことをＸが秘匿してオーナーを募集しているこ
とを認識し又は，適切な業務監査を行ってい
れば極めて容易に認識することができたにも
かかわらず，新規オーナーの募集を取りやめ
るよう進言する等して取締役による新規募集を
止める注意義務及び任務があったのにこれを
怠り，漫然と取締役らに新規オーナーの募集
を続けさせた点に注意義務違反及び任務懈
怠がある。

特定商品預託法は，預託等取引の対
象たる特定商品の売買代金等の金額
については，「預かり特定商品」と表示し
た上で負債として計上することを求めて
おり，これが一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に従ったものである。
そうすると，Ｘとしては，オーナー契約の
買戻債務合計額（契約額と同額）を負
債として計上すべきであったところ，被
告Ｘ２は，会計監査において，Ｘの事業
報告書添付の貸借対照表及び決算報
告書の貸借対照表に前記負債が計上
されていないことを認識しながら，その
旨を取締役会に報告することを怠った。

被告Ｘ３
Ｘ
S56.12.18設立

取締役

4/2 5/15

甲３０の３

被告Ｘ３は，左欄のとおり取締役を務めるとと
もに，Ｘの総務部長兼広報室長として，会社
案内，オーナー制度案内のパンフレットの作
成に携わっていることからすれば，Ｘが預託し
ている繁殖牛頭数が実際のオーナー契約頭
数に比して不足している常況にあることを認識
し，又は認識できたはずであるところ，取締役
として，繁殖牛がオーナー契約頭数に足りる
までは新規募集を取りやめさせたり，繁殖牛
が足りないのに足りているかのように装って新
規オーナーの募集をしたりすることを止めるべ
き注意義務及び任務があったのにこれを怠
り，漫然と新規オーナーの募集を継続させて
契約を締結し続けた点に注意義務違反及び
任務懈怠がある。

Ｘのビジネスモデルは破綻必至のもの
であったことからすれば，被告Ｘ３は，取
締役として，このようなビジネスを早急に
辞めさせるべき注意義務及び任務が
あったにもかかわらずこれを怠り，漫然
とビジネスを継続させた点に注意義務
違反及び任務懈怠がある。

被告Ｘ１

被告Ｘ１は，Ｘの取締役として，オーナー契約頭数に比して繁殖牛数が不足する常況
にあったことを認識していたことからすれば，繁殖牛数がオーナー契約頭数を充足する
まで新規オーナーを募集するのを取りやめさせるべき注意義務及び任務を負っていた
のにこれを怠った。

被告Ｘ１は，オーナー契約頭数に比して繁殖牛数が不足する常況にあったこと，それな
のにＸが新規オーナーの募集を継続していること，Ｘのビジネスモデルが破綻必至であ
ること，出資法や特定商品預託法違反であることを認識していたことからすれば，被告
Ｈ，Ｉ，Ｏ及びＤの代表取締役，取締役及び監査役として，これらの会社がＸの違法な和
牛預託商法に加担しないよう業務執行し，又は業務執行を監督すべき注意義務及び
任務があったのにこれを怠った。
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【Ｘの関連会社の役員に就任したことがある被告】 (別表2-1)

氏名 会社名 役職 役員在任期間 証拠 原告らの主張

Ｓ56 … Ｓ62 63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

被告Ａ１

代表取締役

取締役

11/1

2/12

7/1

7/1

2/1

甲３１，８５

被告Ａ２ 取締役
8/1

甲３１，８５

被告Ａ３ 取締役
7/1

甲３１

被告Ｂ１ 代表取締役
2/29 7/29

甲８３の１．８３
の４

被告Ｂ２ 取締役
3/6 7/29

甲８３の２，８３
の４

被告Ｂ３ 取締役
11/30 1/15

甲８３の３

被告Ｃ１ 代表取締役
9/25 1/22

被告Ｃ２ 取締役
9/25

3/10

被告Ｃ３ 取締役
9/25 7/29

被告Ｄ１
代表取締役
取締役

6/14 2/28 7/6 甲３４の１，３４
の２

被告Ｄ２ 取締役
2/28

甲３４の１

被告Ｄ３ 取締役
5/17

甲３４の１

被告Ｅ１
（Ｘ４の弟）

代表取締役
7/4

被告Ｅ２
（被告Ｅ１及び
被告Ｅ３の子）

取締役
7/4

被告Ｅ３
（被告Ｅ１の妻）

監査役
7/4

Ｆ
Ｓ61.1.11設立

監査役
1/30 2/28

甲３９

Ｇ
Ｈ17.4.19設立

監査役
5/30 7/29

甲４３

被告Ｌ
（Ｘ４の娘）

被告Ｌは，Ｘ４，Ｘ７の親族であり，またＦ及びＧの他の役員にはＸの役員が就任している
ことからして，Ｘが違法な和牛預託商法を行っていたことを認識し，又は認識しえたはず
であるところ，Ｆ及びＧの監査役として，Ｆがレストラン経営によりＸの宣伝広告等の役割
を果たし，またＧが投資としての和牛売買の収益性及びキャッシュフロー管理を行うこと
により，両社が違法な和牛預託商法を援助助長することを止めるべき注意義務及び任
務があったのにこれを怠った。

Ａ
H8.10.16設立

被告Ａ１は，Ｘ４及びＸ５との接触を通じて，Ｘが違法な和牛預託商法を行っていること，
受託した和牛の肥育によりＸに利益が出ていないこと，繁殖牛の頭数がオーナー契約
頭数に満たない常況にあること，それなのにＸが新規オーナーを募集していること，Ｘが
早晩破綻する可能性が高いことを認識しており，また和牛飼育農家の経営ノウハウを熟
知するものとして，Ｘの和牛預託商法の違法性を認識することができたはずであるとこ
ろ，Ａの代表取締役として，ＡがＸによる違法行為に加担することの内容，Ｘとの取引を
停止するなどの措置を講じるべき注意義務及び任務があったのにこれを怠り，Ｘと取引
を継続してＸの違法行為に加担し続けた。

被告Ａ２及び被告Ａ３は，和牛飼育農家の経営ノウハウを熟知するＸからの出向社員と
して，またＸ４及びＸ５との接触を通じて，Ｘが違法な和牛預託商法を行っていること，受
託した和牛の肥育によりＸに利益が出ていないこと，繁殖牛の頭数がオーナー契約頭
数に満たない常況にあること，それなのにＸが新規オーナーを募集していること，Ｘが早
晩破綻する可能性が高いことを認識していたことからすれば，Ａの取締役として，ＡがＸ
の違法な和牛預託商法に加担しないよう，またＡの代表取締役である被告Ａ１がＸの違
法な和牛預託商法に加担する業務執行を行わないよう監督すべき注意義務及び任務
を負っていたのにこれを怠った。

Ｂ
Ｈ13.3.6設立

被告Ｂ１は，和牛飼育農家の経営ノウハウを熟知するＸからの出向社員として，またＸ４
及びX７との接触を通じて，Ｘが違法な和牛預託商法を行っていることを認識することが
できたことからすれば，Ｂの代表取締役として，Ｘに対して，違法な和牛預託商法を停
止し，または違法な点を是正するよう進言し，これが是正されない場合には関連会社と
して取引を停止すべき注意義務及び任務があったのにこれを怠った。

被告Ｂ２及び被告Ｂ３は，和牛飼育農家の経営ノウハウを熟知するＸからの出向社員と
して，またＸ４びＸ７との接触を通じて，Ｘが違法な和牛預託商法を行っていることを認識
することができたことからすれば，Ｂの取締役として，同社の代表取締役に対し，Ｘに違
法な和牛預託商法を停止し，または違法な点を是正するよう進言させ，これが是正され
ない場合には関連会社として取引を停止する求めるなど取締役会を通じて監督すべき
注意義務及び任務があったのにこれを怠った。

Ｃ
H14.9.25設立

ＣはＤを通じてＸから和牛の飼育を受託していたところ，ＤではＸ７が取締役を務めてい
た。
被告Ｃ１，被告Ｃ２及び被告Ｃ３は，和牛の畜産農家としてＸのビジネスモデルが成り立
ちえないことを，またＸ７を通じて，Ｘが違法な和牛預託商法を行っていることを認識し，
又は認識することができたことからすれば，Ｃの代表取締役又は取締役として同社がＸ
と一体となって違法な和牛預託商法を援助助長するような業務執行を行うことを止める
べき注意義務及び任務があったのにこれを怠った。

Ｄ
H9.5.22設立

被告Ｄ１，被告Ｄ２及び被告Ｄ３は，Ｘ７及び被告Ｘ１を通じて，またＸの出向社員とし
て，Ｘが違法な和牛預託商法を行っていること，受託した和牛の肥育によりＸに利益が
出ていないこと，繁殖牛の頭数がオーナー契約頭数に満たない常況にあること，それな
のにＸが新規オーナーを募集していること，Ｘが早晩破綻する可能性が高いことを認識
しており，そうであるとすれば，Ｄの代表取締役又は取締役として，同社がＸの違法行為
に加担することがないよう業務執行し，又は代表取締役の業務執行を監督すべき注意
義務及び任務があったのにこれを怠った。

被告Ｅ
H12.7.4設立

被告Ｅ１，被告Ｅ２及び被告Ｅ３は，被告Ｅが設立当初からＸとの間で和牛の飼育を受託
してきたこと及びＸ４の親族であることからして，Ｘの事業内容及び和牛預託商法自体の
問題点を認識し，又は認識しえたはずであることからすれば，被告Ｅの代表取締役とし
て，被告ＥがＸの違法な和牛預託商法に加担しないよう業務執行したり，被告Ｅの取締
役及び監査役として，代表取締役の業務執行を監督すべき注意義務及び任務があっ
たのにこれを怠った。

甲８４の１，８４
の２

甲４４の１ない
し４４の３



被告Ｍ

被告Ｈ
Ｈ8.11.28設立

取締役
6/16 10/10

甲８９の２

Ｉ
S62.4.10設立

取締役
1/12

4/30
甲３５

Ｆ
S61.1.11設立

監査役
9/30

1/30
甲８８の９，８８
の１０

被告Ｎ

被告Ｈ
Ｈ8.11.28設立

取締役
10/10 9/1

被告Ｎ尋問

（被告Ｍの妻）
Ｊ
Ｈ21.9.17設立

代表取締役
9/17 7/29

被告Ｎ尋問

被告Ｋ１
（Ｘ６の妻）

被告Ｋ
Ｈ2.1.26設立

取締役
1/26

甲３８

被告Ｍは，Ｘ４，Ｘ７の親族であり，また被告Ｈには被告Ｘ１，Ｘ８等Ｘの役員が役員を務
めていたことなどからして，Ｘの違法な和牛預託商法を認識し，又は認識しえたはずで
あるところ，被告Ｈ，Ｉ及びＦの取締役又は監査役として，これらの会社がＸの損害保険
業務や宣伝広告塔の役割を果たすことなどにより，Ｘの和牛預託商法を援助助長しな
いよう監督すべき注意義務及び任務があったのにこれを怠った。

（Ｘ４の息子）

被告Ｎは，Ｘ４の義理の娘であり，また被告Ｈには被告Ｘ１やＸ８等Ｘの役員が代表取締
役を務めていたことからすれば，Ｘが違法な和牛預託商法を行っていることを認識し，
又は認識しえたところ，被告Ｈ及びＪの取締役又は代表取締役として，被告ＨがＸ及び
関連会社，預託牧場の畜産事業に関する保険を取り扱うこと，及びＪがレストランを経営
することによりＸの違法な和牛預託商法を援助助長しないよう業務執行をすべき注意義
務及び任務があったのにこれを怠った。

被告Ｋ１は，Ｘの取締役であったＸ６の妻であること，及び被告Ｋの業務を通じて，Ｘが
違法な和牛預託商法を行っていることを認識し，又は認識しえたはずであるところ，被
告Ｋの取締役として，同社がＸ及びＩと取引を行わないよう業務執行を監督すべき注意
義務及び任務があったのにこれを怠った。



【関係者】 (別表2-3)
氏名 会社名 役職 役員在任期間 証拠 現在の状況その他の事情 証拠

Ｓ56 … Ｓ62 Ｓ63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

Ｘ
代表取締役
取締役

12/1
3/16

甲３０の２

Ａ 取締役
10/16

7/14
2/1

7/1
甲８５

Ｂ 取締役
3/6 7/29

甲８３の２，
８３の４

Ｉ
代表取締役
取締役 4/10

10/1 4/30
4/30

甲３５，８６

Ｏ 代表取締役
6/10

甲３６

Ｇ
代表取締役
取締役

4/19
4/19

11/28
6/30 5/30 7/29

甲４３，９０

Ｆ 代表取締役
6/8 12/25 1/15 2/28

甲３９，８８
の４，８８の
６，８８の７

Ｘ 取締役
6/1 1/5 6/5 3/31 甲３０の１な

いし３０の３

Ａ 監査役
10/16 8/23 弁論の全趣

旨

Ｇ 取締役
4/19

6/30
甲４３，９０

Ｘ
代表取締役
取締役

12/18 3/16
7/11

5/24
甲３０の１な
いし３０の３

被告Ｋ 代表取締役
11/5 3/18 弁論の全趣

旨

Ｇ
代表取締役
取締役

4/19 6/30
5/30

7/29
甲４３，９０

Ｘ 取締役
6/20 7/29 甲３０の１な

いし３０の３

Ｂ 監査役
3/6 7/29

甲８３の２，
８３の４

Ｄ
代表取締役
取締役 6/14 2/28

7/6 甲３４の１，
３４の３

Ｏ 取締役
6/10

甲36

Ｇ
代表取締役
取締役

11/28
11/18

6/30
6/30

5/30 7/29
甲４３，９０

Ｆ 取締役
4/2 1/30

甲８８の８

Ｘ 取締役
10/1 5/31

甲３０の３

Ｆ 取締役
10/1 12/25 1/15 4/2 甲８８の６な

いし８８の８

被告Ｈ
代表取締役
取締役

7/3
6/16

3/11
6/15

甲８９の１

Ｏ 取締役
10/1 4/2 弁論の全趣

旨

Ｉ
代表取締役
取締役 10/1

1/12
7/1

4/30
甲３５，８６

Ｘ４

Ｘ５

Ｘ６

Ｘ７

Ｘ８

Ｈ26.11.11　破産手続開始決定.
Ｈ27.9.25　　債権調査期日におい
て本件損害賠償請求権全額を破産
債権として届け出ていたところ，異
議なく確定したたため，Ｘ８関係の
本件訴訟は終了した。

Ｘの畜産部の責任者
Ｈ26.3.12　破産手続終了

Ｘの税務，会計を担当し，オーナー
管理部の責任者でもあった。

Ｈ26.3.12　破産手続終了

Ｘ４の甥

甲５９，
５６

甲４９，５０

甲４９，５０



【被告となった会社】 （別表3）

会社名 設立年月日 会社の目的及び業務の概要 現在の状況 出資者 役員構成（抜粋）
Ｘに対する未収
金

Ｘに対する未
払金

Ｘからの借入
金

証拠 被告らの事情 証拠 原告らの主張

被告Ｋ H2.1.26

ホテルの清掃業務の請負。
ホテルＩ’の清掃業務も請け負っ
ており，その売上は全体の２，３
割だった。

継続
被告Ｋ１が100
パーセント出資

実質的には，被
告Ｋ１の経営。
別表2-1,2-3参
照

- - - 甲３８

被告Ｋは，ホテルＩ’その他那須にあるホテ
ルの客室清掃業務を請け負っている会社で
ある。ホテルＩ’に関する売上は全体の２，３
割程度だった。

乙C２３

被告Ｋは，Ｉが運営する牧場の宣伝広告等の役割を果た
していた「ホテルＩ’」に対して，労働者を派遣していたこと
からすれば，Ｘと一体となってＸのビジネスに加担し，Ｘ
の違法な和牛預託商法を援助助長していたといえ，共
同不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

被告Ｅ H12.7.4
Ｘからの預託された牛の飼育で
あり，Ｘの預託料から全売上を
占めていた。

継続
被告Ｅ１，被告Ｅ
２，被告Ｅ３が１００
パーセント出資

別表2-1～2-3参
照

- - -
甲４４の１な
いし３

被告Ｅは，経営方針，営業方針について，
Ｘの畜産部から指導を受け，また，飼育マ
ニュアルを交付されて飼育方法を指導され
ていたが，経営権は被告Ｅ１が有しており，
被告Ｅ２及び被告Ｅ３と話し合って決めてい
た。Ｘからの借り入れはない。

乙C１７，１
８，１９

被告Ｅは，Ｘとの間で和牛預託契約を締結し，これに基
づいて，Ｘのビジネスモデルにとって不可欠な和牛の飼
育業務を受託してきたことからすれば，和牛預託商法自
体の問題点を認識し，又は認識し得たはずであることか
らして，Ｘの違法な和牛預託商法に加担してはならな
かったのに，加担した点に注意義務違反がある。

被告Ｈ H8.11.28

損害保険代理業，生命保険の
代理業等を目的とする会社で
あり，Ｘが所有又は管理する牛
の損害保険，その他Ｘ及び関
連会社の車両保険，火災保
険，損害保険等を取り扱う保険
会社の代理店業務を行ってい
た。

不明 不明
別表2-1～2-3参
照

- - -
甲４０，８９の
１及び２，乙
Ｄ１

- -

被告Ｈは，損害保険代理業や不動産賃貸管理業,労働
者派遣事業などを行うことを目的として設立された会社
であって，Ｘの本社機能がある場所と同じ場所に事務所
があることからして，Ｘ及び関連会社，契約牧場の保険
の取扱いや派遣事業を行っており，Ｘの業務を補充し促
進する関係にあった。したがって，Ｘと一体となってＸの
違法な和牛預託商法を援助助長する役割を果たしてい
たといえ，共同不法行為に基づく損害賠償責任を負う。



【関連会社】 （別表4）

会社名 ②設立年月日 ③現在の状況
株主構成又は出資
者

役員構成
（抜粋）

Ｘに対する未収金 Ｘに対する未払金 Ｘからの借入金 業務内容
①ないし④の証拠
等

Ｘ
Ｓ56.12.18
（商号変更Ｈ
21.4.1）

H23.8.9　民事再生手続開始申立て
Ｈ23.9.6  民事再生手続開始決定
Ｈ23.11.8 民事再生手続廃止決定
Ｈ23.12.9 破産手続開始決定
Ｈ26.3.12 破産手続終了

Ｘ４が１００パーセント
株主

黒毛和種牛の畜産，オーナー制度の運
営，食品加工販売等

甲１，６，８，９，３０
の１ないし３，50,５
１,５２の１ないし１０

Ｊ H21.9.17 Ｈ24.11.21　破産手続開始決定 ― ―
77,761円
（Ｈ25.7.16現在）

― 「Ｊ’」などのレストラン業 甲４１

Ａ H8.10.16
Ｈ24.3.28　破産手続開始決定
Ｈ25.7.16時点ではすでに破産手続終
了

Ｘが100パーセント株
主

552,990,328円
（Ｈ20.3..31現在）

724,664,915円
（Ｈ25.7.16現在）

959,727,061円
（Ｈ20.3..31現在）

30,927,056,692円
（Ｈ20.3..31現在）

2,066,031,549円
（Ｈ25.7.16現在）

牧場建設のために設立された現地法人で
あり，四つの牧場地を所有し，そこで，Ｘか
ら受託した黒毛和種牛の飼育をしている。

甲１，３１，４５の３，
４９，８５

Ｂ
Ｈ13.3.6
（Ｈ23.7.29
商号変更）

Ｈ24.4.18　破産手続開始決定
Ｘが実質100パーセ
ント株主

39,719,408円
（Ｈ20.8.31現在）

21,586,642円
（Ｈ20.8.31現在）

194,399,238円
（Ｈ25.7.16現在）

5,364,668円
（Ｈ20.8.31現在）

874,849,272円
（Ｈ25.7.16現在）

牧場建設のために設立された現地法人で
あり，二つの牧場地を所有し，そこで，Ｘか
ら受託した黒毛和種牛の飼育をしていた。

甲１，３２，４５の５，
４９，８３の１ないし４

Ｃ
Ｈ14.9.25
（Ｈ23.7.29
商号変更）

Ｈ24.10.3　破産手続開始決定
Ｈ25.7.16時点ではすでに破産手続終
了

Ｘが実質100パーセ
ント株主

―

119,334,000円
（Ｈ22．10.1現在）

119,390,819円
（Ｈ25.7.16現在）

1,059.003,000円
（Ｈ22．10.1現在）

1,068,403,215円
（Ｈ25.7.16現在）

牧場建設のために設立された現地法人
（農業生産法人）であり，Ｃ’牧場において
Ｘから受託した黒毛和種牛を飼育してい
た。

甲１，３３，４９，８４
の１及び２

Ｄ H9.5.22 Ｈ24.10.29解散
Ｘが実質100パーセ
ント株主

476,130,730円
（Ｈ25.7.16現在）

1,144,900円
（Ｈ25.7.16現在）

牧場建設のために設立された現地法人で
あり，Ｄ牧場地において，Ｘから受託した黒
毛和種牛の飼育をしていた。

甲１，３４の１ないし
３，４９

Ｉ S62.4.10
Ｈ24.5.2　破産手続開始決定
Ｈ25.7.16時点ではすでに破産手続終
了

Ｘが100パーセント株
主

257,108,462円
（Ｈ25.7.16現在）

218,225,972円
（Ｈ20.2.29現在）

3,039,731,024円
（Ｈ20.2.29現在）

2,066,031,549円
（Ｈ25.7.16現在）

ホテルＩ’及び飲食店の経営。オーナーは
割引価格でレストランや割烹を利用するこ
とができることとなっていた。

甲１，２１，３５，４５
の６，４９，８６

Ｏ H6.6.10
H24.2.15　破産手続開始決定し，異時
廃止により破産手続は終了した。

Ｘが100パーセント株
主

4,035,468円
（Ｈ20.4.30現在）

124,347,476円
（Ｈ25.7.16現在）

132,426,876円
（Ｈ20.4.30現在）

602,076,069円
（Ｈ20.4.30現在）

616,857,988円
（Ｈ25.7.16現在）

第三セクターの観光牧場である株式会社
Ｐ内のレストランを経営していた。

甲１，４５の７，４９

Ｆ S61.1.11 Ｈ23.12.9時点　休眠会社
Ｉが100パーセント株
主

―

299,284，000円
（Ｈ22.10.1現在）

2,046,131,000円
（Ｈ22.10.1現在）

32,298,000円
（Ｈ25.7.16現在）

レストラン「Ｆ’」及び「Ｆ”」を経営していた。
甲１，３９，４５の６，
４９，８８の１ないし１
０

Ｇ
Ｈ17.4.19
（Ｈ23.7.29商
号変更）

Ｈ25.7.16時点　休眠会社
Ｘが１００パーセント
株主

￣
2,286,500円
（Ｈ20.3..31現在）

―

登記上，商品投資に係る事業の規則に関
する法律に基づく商品投資販売業等を目
的としていたが，平成23年7月29日に和牛
の繁殖飼育の事業等の目的に変更され
た。

甲４３，４５の１及び
２，４９，９０

別表
2-1
～
2-3参照


